
  

官公需法に基づく「平成２５年度中小企業者 

に関する国等の契約の方針」について 

平成２５年６月 

中 小 企 業 庁 

１．平成２５年度の中小企業・小規模事業者向けの契約目標   

中小企業・小規模事業者向け契約目標額は４兆１，９０２億円（前

年度比３，５９０億円増）、同契約目標率は５６.６％（前年度比０．

３％増）。 

２．中小企業・小規模事業者の受注機会の増大のため新たに講じる

主な措置   

（１）原材料価格等の上昇により影響を受ける中小企業・小規模事

業者への配慮 

 燃料や原材料等の市況価格の変動が激しい商品等につい

ての発注における配慮 

     ・最新の実勢価格や需給の状況等を考慮して予定価格を 

作成するよう努める。 

     ・商品等を種類ごとに分離又は契約期間を一定期間ごと

に分割するなど、分離・分割発注するよう努める。 

（２）官公需における物件等の価値の適正な評価への配慮 

調達対象の物件等の価値を適切に評価することにより、中小企

業・小規模事業者による受注機会の確保を図る。具体的には次の

3点。 

 価格以外の品質や機能を評価する入札制度である「総合評

価落札方式」の適切な活用 

 品質・機能の水準等を明確にする発注仕様書の作成 

 価格以外の要素の適切な評価 

平成２４年度目標 平成２４年度実績 平成２５年度目標

官公需総額 ６兆８,０５２億円 ７兆１，１８１億円 ７兆４,０６８億円

中小企業・小規模事
業者向け契約金額 ３兆８,３１２億円 ３兆８，０６７億円 ４兆１,９０２億円

中小企業・小規模
事業者向け比率 ５６．３％ ５３．５％ ５６．６％
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